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第１章  児童と母子・父子家庭の福祉 
  

核家族化の進展、出生率の低下、女性の社会参加の増大等により、児童を取り巻く環境が大きく変化し、保育

需要も多様化してきている。 

 また、母子・父子世帯については、生計の維持、児童の養育など精神的にも経済的にも複雑多岐にわたる困難

な問題を抱えている。 

 次代を担う子供たちの健全育成と母子・父子家庭の福祉の向上を図るための施策を進めていく。 

 

〔児童人口の現状〕    

 令和６年４月１日現在の児童人口(0～17歳)は、96,543 人で、全人口592,631人の 16.29％を占めている。う

ち、乳児(１歳未満)は 3,903 人(0.66％)、幼児(1～5歳)は 23,488 人(3.96％)、少年(６～17歳)は 69,152 人 

(11.67％）となっている。 

 

 

   児童の年齢別人口（令和６年４月１日現在）          年度別乳児数（各年４月１日現在） 

      男         女     

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） （単位：人） 
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１ 子ども・子育て支援事業計画 

《目 的》 

急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化の中で、本市が永続的に活気にあふれ、一人一人の

子どもが健やかに成長できるまちであり続けるためには、総合的に子育て支援対策を図り、男女がともに、家庭を築

き、子どもを生み育てることに夢を持てる環境づくりを社会全体で進めることが必要となる。 

国においては、子どもを生み育てやすい環境を整備するために、平成 24 年制定の「子ども・子育て関連３法」に

基づき、平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度を実施し、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支

援の量的拡充及び質の向上を図っている。 

本市においても、子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法に基づき、子ども・子育て支援に関する総

合的な計画として、平成 27 年３月に「鹿児島市子ども・子育て支援事業計画」（第一期）を策定し、様々な施策の

推進に取り組んできたところである。 

このような中、国は、「ニッポン一億総活躍プラン」などに基づく働き方改革や待機児童解消に向けた保育の受け

皿整備、「新しい経済政策パッケージ」に基づく幼児教育・保育の無償化など、取組の充実を図っている。 

このようなことから、本市においても、妊娠・出産期から切れ目ない、子ども・子育て支援に関する総合的な計画

として、「第二期鹿児島市子ども・子育て支援事業計画」を策定した。 

この計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援対策推進法

第８条に基づく市町村行動計画として策定し、母子保健の分野については、計画の対象、策定の趣旨・内容が市町村

行動計画に包括されることから、母子保健計画としても位置づけている。 

 

（計画期間） 

  令和２年度から令和６年度までの５か年計画 

 

（教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期） 

 保護者の就労状況及びその変化等のみならず、子どもの教育・保育施設の利用状況及び利用希望を踏まえ、需給バ

ランスを勘案しながら提供体制を確保していく。 

 なお、教育・保育の分野については、第二期鹿児島市子ども・子育て支援事業計画を児童福祉法に基づく市町村整

備計画としても位置付ける。 

 

（鹿児島市子どもの未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）） 

 全ての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、現在から将来の生活にわたり夢や希望を持てるよう

な取組を全庁的に推進するために、鹿児島市子どもの未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）を令和３年

３月に策定し、第二期鹿児島市子ども・子育て支援事業計画のリーディングプロジェクトとして位置付けた。 
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教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期 

 

 

 

【1号】 【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】 【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】 【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

5,938 1,637 5,778 1,583 5,581 1,524

8,251 1,544 8,304 1,491 8,361 1,434

▲ 680 1,382 ▲ 522 ▲ 477 1,458 ▲ 464 ▲ 479 1,462 ▲ 571

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
250 70 160 0 ― 0 0 ― 0

地域型保育事業 ― ― ―

 

【1号】 【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】 【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】 【1号】 【2号】
教育ﾆｰｽﾞ

【2号】

3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳 3-5歳 3-5歳 3-5歳 0歳 1-2歳

4,062 2,462 3,880 2,349

6,909 2,462 7,022 2,349

▲ 369 1,350 ▲ 183 202 1,354 211 ▲ 565 1,337 ▲ 581

教育・保育施設（幼稚園・

保育所・認定こども園）
460 ―

地域型保育事業 ― ―

2,690

―

5,441

7,575 7,361 7,105

2,184

7,625

9,809

7,747 696 5,181

7,182 2,033 4,600

7,553 2,157 4,870

9,795

【参考】 元年度実績

【3号】

―

― ― ― ― ―

２年度 ３年度 ４年度

【3号】

（単位：人）

【3号】

①量の見込み 7,983 705 5,232 8,030 699 5,334 8,032 695

【3号】

②確保方策 7,303 2,087 4,710 7,553

9,795

５年度 ６年度

②－① 2,220 2,434

9,795

2,157 4,870

確

保

必

要

数

― ―

4,961 7,674 596 4,947

【3号】 【3号】

②－① 2,847 3,142

6,524 6,229

②確保方策 7,416 1,950 4,778 7,876 1,950

①量の見込み 7,785 600

5,158

9,371 9,371

確

保

必

要

数

― ―

― ―

― 380 ― ―

 
幼稚園、保育所、認定こども園などの利用を希望する保護者の方は、利用のための認定を受け、以下の３つの認

定区分に応じて利用先が決まる。 

【１号認定】子どもが満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合 

    利用先 幼稚園、認定こども園 

【２号認定】子どもが満３歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合 

             利用先 保育所、認定こども園 

【３号認定】子どもが満３歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合 

        利用先 保育所、認定こども園、地域型保育事業 

 

（ 全 市 域 ） 
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地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期 

 地域子ども・子育て支援事業についても、現在の利用状況及び利用希望を踏まえ、次のとおり量を見込み、提供体

制を確保する。 

 

①量の見込み 8,616人 8,705人 8,770人 7,492人 7,414人

②　確保方策 8,616人 8,705人 8,770人 7,492人 7,414人

②－① 0人 0人 0人 0人 0人

①量の見込み 7,937人 8,336人 8,718人 8,731人 9,003人

②　確保方策 7,828人 8,336人 8,718人 8,731人 9,003人

②－① ▲ 109人 0人 0人 0人 0人

①量の見込み 491人日 488人日 484人日 496人日 492人日

②　確保方策 491人日 488人日 484人日 496人日 492人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 7人日 7人日 7人日 6人日 6人日

②　確保方策 7人日 7人日 7人日 6人日 6人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 5,027人 4,949人 4,880人 4,614人 4,539人

②　確保方策 5,027人 4,949人 4,880人 4,614人 4,539人

②－① 0人 0人 0人 0人 0人

①量の見込み 380人 374人 369人 410人 404人

②　確保方策 380人 374人 369人 410人 404人

②－① 0人 0人 0人 0人 0人

①量の見込み 355,403人日 350,084人日 344,814人日 255,667人日 250,884人日

②　確保方策 355,403人日 350,084人日 344,814人日 255,667人日 250,884人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 355,723人日 345,051人日 334,699人日 383,250人日 401,625人日

②　確保方策 355,723人日 345,051人日 334,699人日 383,250人日 401,625人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 78,680人日 80,993人日 83,326人日 57,859人日 57,859人日

②　確保方策 78,680人日 80,993人日 83,326人日 57,859人日 57,859人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 9,322人日 9,322人日 9,322人日 9,322人日 9,322人日

②　確保方策 9,446人日 9,446人日 9,446人日 9,446人日 9,446人日

②－① 124人日 124人日 124人日 124人日 124人日

①量の見込み 5,142人日 5,262人日 5,380人日 4,115人日 4,121人日

②　確保方策 5,142人日 5,262人日 5,380人日 4,115人日 4,121人日

②－① 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

①量の見込み 61,033回 58,717回 56,487回 51,957回 48,875回

②　確保方策 61,033回 58,717回 56,487回 51,957回 48,875回

②－① 0回 0回 0回 0回 0回

①量の見込み 4か所 4か所 5か所 5か所 5か所

②　確保方策 4か所 4か所 5か所 5か所 5か所

②－① 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

①量の見込み 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所

②　確保方策 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所

②－① 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

①量の見込み 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所

②　確保方策 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所

②－① 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

※放課後児童健全育成事業の（参考）は、令和元年度（5月1日現在）の実績

※単位「人日」は、年間延べ利用人数

13

14

保育コーディネーター配置事業
（利用者支援事業特定型分）

利用者支援に関する事業
（利用者支援事業母子保健型分）

子育て短期支援事業

5

6

7

8

9

10

11

12

1

№

2

3

4

4か所

5か所

放課後児童健全育成事業

乳児家庭全戸訪問事業

育児支援家庭訪問事業

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業
（幼稚園型）

一時預かり事業
（幼稚園型以外）

病児・病後児保育事業

ファミリー・サポート・
センター事業

妊婦健康診査・健康相談事業

利用者支援に関する事業
（利用者支援基本型分）

75,002人日

3か所

8,474人日

4,882人日

64,159回

360,409人日

333,386人日

409人

延長保育事業 7,991人

※7,666人

ショート
ステイ

516人日

トワイ
ライト

3人日

5,310人

事業名 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
 (参考）
H30実績
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２ 保育所等の整備と保育内容などの充実   

(1) 保育所等  

 経済状況等による共働き世帯の増加に伴い、保育を必要とする児童の健康と安全を図るため、本市では公私立

の認可保育所等200か所（園）で児童の保育等をしている。また、多様化する保育等のニ－ズに対応して、乳児

保育や延長保育などの充実にも努めている。 

《年度別利用状況》 

① 市内の保育所等（保育幼稚園課）            （各年４月１日現在）(単位：人） 

年 度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

保育所等数（か所） 181 181 181 181 200 

定員（人） 13,400 13,475 13,405 13,426 13,821 

利用児童数（人） 13,278 13,223 12,851 12,579 12,767 

利用待機児童数（人） 216 82 136 21 0 

② 広域利用                         (各年４月１日現在)（単位：人） 

年  度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

他市町村保育所への利用児童数 65 74 67 84 86 

他市町村からの受入児童数 107 100 96 84 88 

 

(2) へき地保育所設置事業 （昭和41 年度、市単独、47千円、保育幼稚園課）※28年度より休園 

《目 的》 

 交通条件、経済的、文化的条件等に恵まれないへき地における保育を要する児童に対して、必要な保護を行い、

これらの児童の福祉の増進を図る。 

《事業内容》 

 黒神保育園（定員30人）の運営・施設管理に係る経費を負担する。 

《年度別利用状況》 

                   （各年４月１日現在）（単位：人） 

年 度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

利用者数 0  0  0  0 0 

 

(3) 幼児教育・保育の無償化 （国の制度 令和元年度から実施、保育幼稚園課） 

３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育

所、認定こども園の費用を無償化するとともに、認可外保育施設等を利用する、保育の必要性のある子どもにつ

いても無償化する。 

《対 象》 以下のいずれかに該当する子どもであって、認定を受けたもの 

３歳～５歳まで（小学校就学前まで）の子ども 

      ０歳～２歳までの住民税非課税世帯の子どもであって、保育の必要性がある子ども  
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《対象事業等》 

① 幼児教育・保育の無償化 

事業等名 対象施設 無償化の概要 

施設型給付費  ア 保育所 

認定こども園【保育所機能】 

保育料全額無償 

 イ 認定こども園【幼稚園機能】 

   新制度に移行した幼稚園 

保育料全額無償 

施設等利用給付

費等事業 

 ウ 新制度に未移行の幼稚園 月額 25,700 円を上限に保育料無

償 
 

☆エ 認可外保育施設 

事業所内保育施設等 

３歳～５歳児 月額37,000円 

０歳～２歳児 月額42,000円 

を上限に無償（複数利用可） 

※イもしくはウとエ～クを併用 

する場合は月額 11,300 円を上

限に無償 

※カについて満３歳児は翌年度か

ら対象 

☆オ 一時預かり事業（一般型） 

カ 幼稚園の預かり保育(一時預かり事業

（幼稚園型）を含む) 

☆キ 病児・病後児保育施設 

☆ク ファミリー・サポート・センター事業 

※☆は保育の必要性があり、保育所・認定こども園、幼稚園に入所していない児童が対象。 

※エを利用している０歳児から２歳児のうち、住民税所得割課税額 103,000 円未満の世帯の児童については、市

の単独事業として負担軽減を実施 

② 食材料費（給食費）の負担軽減 

《対 象》 幼稚園・保育園・認定こども園を利用する、年収約360万円未満相当の世帯の３歳から５歳の児童                      

     等 

《軽減額》 給食費のうち、副食費（おかず代）に係る経費（月額4,800 円を上限） 

      ※新制度に未移行の幼稚園は施設等利用給付費等事業で補助。 

       保育所・認定こども園・新制度に移行した幼稚園は施設型給付費で対応 

 

(4) 安全な保育環境充実事業 （令和元年度、国一部、15,158 千円、保育幼稚園課） 

《目 的》 認可外保育施設・保育所等において、児童が安全に保育を受ける環境の充実を図る。 

《事業内容》 事故防止対策巡回支援事業 

        巡回指導 立入調査を随時行うことで、安全な保育環境の充実を図る。 

        巡回研修 保育士経験者等による巡回研修を実施することで、安全な保育環境の充実を図る。 

        実施体制 巡回指導員（保育士経験者）４人を配置し、実施 

 

(5) 保育士・保育所支援センター運営事業  

（平成28年度、国1/2 市 1/2、13,203 千円、保育幼稚園課） 

《目 的》 潜在保育士の再就職支援等のほか、保育士等の相談に応じる保育士・保育所支援センターの運営

を行うことにより、子どもを安心して育てることができるよう体制整備を行うことを目的とする。 

《事業内容》 保育所等に関する募集採用状況の把握、求職者のニーズにあった就職先の提案、求職者と雇用者

双方のニーズ調整、保育所等に対する潜在保育士活用の助言、保育所等に勤務する保育士等の人間

関係や労働条件等に関する相談支援等を行う。 

① 場所 キャンセビル７階（中央町10） 

② 運営 (一社)鹿児島市保育園協会に委託 

③ 時間 火曜日から土曜日(祝日及び年末年始を除く)の 9時から17時 30 分 
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(6) 関係機関等と連携した保育士確保事業  

（令和元年度、国1/2 市 1/2、1,867 千円、保育幼稚園課） 

《目 的》 

さらなる保育士確保を図るため、関係機関等と連携し、保育士等の仕事の魅力の情報発信を行い、学生の

保育所等への就労促進及び高校生の進路選択の一つとして、保育に関する意識啓発を図る。 

《事業内容》 

①行政（市・県・国）、保育・幼稚園関係団体、保育士養成施設との保育士確保に係る意見交換会の実施 

②保育士を目指す学生向けのイベント（保育士カフェ、保育士出前講座）の実施 

③保育の仕事の魅力発信のためのリーフレットの作成 

 

(7) 保育士資格取得支援事業 （令和３年度、国1/2 市 1/2、1,100 千円、保育幼稚園課） 

《目 的》 

 子どもを安心して預けることができる体制を整備し、保育所等における児童の受入拡大を図る。 

《事業内容》 

 幼保連携型認定こども園に配置される保育教諭の確保を図るとともに、保育所等に勤務する保育士資格を 

有していない者の資格取得を支援する。 

 

(8) 保育士等奨学金返済補助事業 （令和４年度、市単独、56,004 千円、保育幼稚園課）   

《目 的》 

 許可保育所等への就職を広く促し、保育人材の確保や職場定着及び離職防止を図り、待機児童を解消する。 

《事業内容》 

 奨学金を利用して保育士資格等を取得し、市内の認可保育所等（私立保育所・認定こども園・小規模保育事業

所）に就職した保育士等の奨学金返済に対して助成する。 

 

(9) 保育士確保対策事業 （令和４年度、市単独、32,635 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 待機児童の早期解消のため、保育士等の安定的な確保に向けて、就職奨励金を給付するとともに、情報サイト

や就職フェアを通じた情報発信を行う。 

 

(10) 特別保育事業（保育幼稚園課） 

《目 的》 

 延長保育事業、一時預かり事業等を円滑に実施することにより、乳幼児の健康の保持と精神の成長・発達の促

進を図って、児童福祉の向上に努める。 

《事業内容及び対象者》  

① 延長保育事業 （昭和63年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、125,508 千円）     

保育標準時間認定分：11時間の開所の後に1時間以上を実施する保育所等に対し、助成する。 

保育短時間認定分：11時間の開所時間内に、短時間認定児童の利用時間（８時間）を超えて、引き続き 

保育を実施する保育所等に対し、助成する。 

② 保育所地域活動事業 （平成元年度、市単独、12,720 千円） 

地域における異年齢児交流等事業などの特別の保育科目を設定して保育を実施する保育所等に対し、助成す

る。 

③ 一時預かり事業（一般型）（平成３年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、290,395 千円） 

   家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児を、一時的に預かる保育所、認定こども園

等に対し、助成する。 

④ 一時預かり事業（幼稚園型）（平成27 年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、192,421 千円） 

   主に在籍園児（１号認定子ども）を、通常の教育時間外に預かる幼稚園等に対し、助成する。 
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⑤ 保育所障害児受入促進事業 （平成11 年度、国1/3 市 2/3、778 千円）    

既存の保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等を実施する場合に、助成する。 

 

(11) 私立保育所等への補助事業（保育幼稚園課） 

《目 的》 

 職員の資質向上と保育内容の向上を図り、児童福祉の増進に努めるため、保育園協会及び保育所、認定こども

園、小規模保育事業所に運営費を助成する。 

《対象者》 

 市保育園協会、保育所、認定こども園、小規模保育事業所及び認可外保育施設 

《事業内容》 

① 保育園協会 

   保育園協会研修費補助 （昭和41年度、市単独、18,694 千円） 

   保育園協会運営費補助 （平成４年度、市単独、4,889 千円） 

② 保育所、認定こども園及び小規模保育事業所 

私立保育所運営費補助 

項  目 開始年度 財源 予算 

非常勤保育士雇用等補助 昭和41 年度 市単独 50,343 千円 

保育材料等補助 昭和41 年度 市単独 54,270 千円 

軽度障害児保育補助 平成２年度 市単独 21,322 千円 

週休二日制実施補助 平成５年度 市単独 103,453 千円 

こどもの心が育つ保育推進事業補助 平成13 年度 市単独 17,988 千円 

障害児保育補助 昭和52 年度 市単独 46,800 千円 

幼児保育相談補助 平成17 年度 市単独 6,000 千円 

障害児保育円滑化事業補助 平成元年度 市単独 2,295 千円 

療育支援児保育補助 平成23 年度 市単独 196,053 千円 

保育園研修費補助 平成23 年度 市単独 3,505 千円 

保育体制強化事業補助 平成30 年度 県 3/4,市 1/4 11,790 千円 

保育士宿舎借り上げ支援事業 令和２年度 国 2/3,市 1/3 67,932 千円 

③ 認可外保育施設 （平成13年度、国一部、35,202 千円）※昭和48 年度から平成12 年度まで間接補助 

項  目 開始年度 財源 予算 

運営費補助 平成13 年度 市単独 7,550 千円 

管理補助 平成13 年度 国一部 1,050 千円 

障害児保育補助 平成16 年度 市単独 4,968 千円 

研修費補助 平成18 年度 市単独 374 千円 

冷房費補助 平成22 年度 市単独 144 千円 

暖房費補助 平成22 年度 市単独 371 千円 

児童健康診断補助 平成23 年度 市単独 1460 千円 
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こどもの心が育つ保育推進事業補助 平成24 年度 市単独 125 千円 

夜間保育補助金 平成30 年度 市単独 713 千円 

人件費補助 令和元年度 市単独 18,447 千円 

 

(12) 病児・病後児保育事業（平成14 年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、164,891 千円、保育幼稚園課） 

《目 的》 

 保育所等に入所中の児童等で、病気の回復期等にあるために集団保育ができず、かつ、保護者がやむを

得ない事由のため家庭で育児ができない場合に、その児童を一時的に預かり、保育を行う事業を市内の医

療機関に委託して実施するとともに、病児保育支援システム「あずかるこちゃん」を運用する。 

《事業内容》 

① 対象児童      鹿児島市に住所を有する０歳児から小学校６年生までの児童 

② 実施施設      池田病院 チックタック童夢館（西田三丁目10-20 ℡255-3737） 

紫原たはら医院 グッドラック（紫原四丁目27-19 ℡250-3231） 

ひだまりこどもクリニック ぱらんせ（大明丘二丁目22-21 ℡294-5000） 

谷山生協クリニック レインボーキッズ （谷山中央五丁目21-22 ℡267-2028） 

中瀬小児科 マーミン（東谷山四丁目25-7 ℡266-1189） 

あおぞら小児科 あまやどり（草牟田二丁目16-8 ℡226-3298）  

かごしまたんぽぽ小児科 病児保育ぱふ  

（真砂本町13-20 大福第13ビル１階 ℡202-0410） 

                        豊島小児科 病児保育室sano（山田町3408 番地 6 ℡265-3070） 

③ 利用定員          各施設４～１２人 

④ 利用日及び時間     施設によって異なる 

《実施状況》                                                   （単位：人） 

年 度 30 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 

延べ利用人数 8,474 9,419 6,041 7,155 6,657 9,892 

 

(13) 医療的ケア児受入推進事業（令和５年度、国2/3 市 1/3、83,145 千円、保育幼稚園課）  

《事業内容》 

 保育所等において医療的ケア児の受入れを推進するため、保育所等への看護師の配置等に対する支援を行うと

ともに、６年度から新たに、停電時における非常用電源等の災害対策備品の整備に対する補助を行う。 

  

(14) 保育所等安心・安全対策支援事業（令和５年度、国1/2 市 1/4、25,275千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 保育所等におけるこどものプライバシー保護の観点から、パーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置や保

護者からの確認依頼等に応えるための支援内容（保育の実践記録等）を記録するカメラの設置など設備整備の支

援を行う。 

 

(15) 保育所等業務効率化推進事業（令和５年度、国1/2 市 1/4、21,450 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 過去に補助を受けていない施設（認可外保育施設を含む）及び国の指定する機能を全て備えていない施設に対

し、ICT化を行うために必要なシステム導入費用の一部の補助を行う。 

 

(16) ３歳未満児受入促進補助事業（令和４年度、市単独、53,460 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 利用待機児童の多い３歳未満児（０歳児～２歳児）の受入れを拡大する保育所等に対し、人件費等を助成する。 
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(17) 保育所等紙おむつ処理支援補助事業（令和５年度、紙おむつ処理費：市単独、 

ごみ箱購入費：国1/3 市 2/3、30,787 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 保育所等の使用済み紙おむつの処理等に要する経費に対し補助することにより、保護者の持ち帰りの負担や保

育士等の業務負担の軽減を図る。 

 

(18) 給付費等申請クラウドシステム導入事業（令和５年度、国1/2、市 1/2、27,363 千円、保育幼稚園課）  

※ 一部市単独 

《事業内容》 

 教育・保育施設の給付費等の申請、算定等の業務について、クラウド上でデータを共有し、一括管理するシス

テムを導入し、施設と市双方の業務負担の軽減と事務の効率化を図る。 

 

（19) 児童福祉施設整備費等補助事業（保育幼稚園課） 

《目 的》  

鹿児島市子ども・子育て支援事業計画に基づき、入所児童の安全の向上と保育環境の充実を図るとともに、待

機児童解消を図るため、社会福祉法人等が整備に要する費用の一部を補助する。 

《事業内容》 

① 保育所等整備交付金施設整備費補助金:待機児童解消分（平成28年度、国2/3 市 1/12） 

※元年度まで実施 

② 就学前教育・保育施設整備交付金施設整備費補助金：老朽改築整備分 

（令和５年度、国1/2 市 1/4、16,015 千円） 

《実施状況》 

年度 

施設 
元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

・保 育 所 

・幼保連携型 

 認定こども

園 

みらい保育園 

じげんじ保育園 

認定こども園錦

ヶ丘 

みのりこども園 

いとしご保育園 

千年幼稚園 

（１年目） 

きよみ保育園 

（１年目） 

千年幼稚園 

（２年目） 

きよみ保育園 

（２年目） 

はなぶさ幼稚園 

（１年目） 

はなぶさ幼稚園 

（２年目） 

喜入保育園 

（１年目） 

錦ヶ丘保育園 

（１年目） 

白菊保育園 

（１年目） 

喜入保育園 

（２年目） 

錦ヶ丘保育園 

（２年目） 

白菊保育園 

（２年目） 

認定こども園錦

ヶ丘 

（１年目） 

福平保育園 

（１年目） 

認定こども園錦

ヶ丘 

（２年目） 

福平保育園 

（２年目） 

※令和４年度までは、「保育所等整備交付金施設整備費補助金」及び「認定こども園施設整備補助金」の名前で

助成。 

 

(20) 保育所等設置支援事業（令和５年度、国8/9、市 1/9、229,336 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 賃貸物件を活用して保育所等や小規模保育事業所を設置する際に必要な改修費等の一部を補助する。 

 

 

 



 - 265 -

(21) 利用定員拡大促進補助事業（令和４年度、市単独、13,500 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 認可保育所及び認定こども園の２・３号定員増員による受入れ拡大を図るために必要な改修等に要する費用を

助成する。 

 

(22) 多子世帯保育料等軽減事業（保育幼稚園課） 

《目 的》 

第３子以降の子どもについて保育所等を利用している多子世帯（18 歳未満の子を３人以上扶養している世帯） 

の経済的な負担を軽減するため、保育料の軽減を行う。 

《対象児童》 

 対象となる児童は下記の項目のいずれにも該当する者 

① 保育所等に入所している児童 

② 多子世帯の18歳未満の児童のうち、年長者から３人目以降に該当する児童 

③ 市民税所得割額が97,000 円未満の世帯に属する児童 

 

(23) 認可外保育施設保育料助成事業 （平成25年度、市単独、27,012 千円、保育幼稚園課） 

《目 的》 

 認可外保育施設を利用している乳幼児の保護者の経済的負担を軽減するため、保育料の一部を助成する。 

《対象者》 

 対象となる保護者は下記の項目のいずれにも該当する者 

① 鹿児島市内に住民登録を置き、在住していること 

② 補助金の対象となる認可外保育施設を月単位で契約していること 

③ 保護者が現に就労、就学、疾病等により家庭で保育ができないこと 

④ 世帯の市民税（住宅取得控除等の控除前の額）の所得割額が103,000 円未満であること 

⑤ 市・県民税に滞納がないこと 

 

(24) SMS を活用した保育所等情報発信事業（令和５年度、市単独、947千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 保育所等の利用調整を効果的に実施するため、SMS（ショートメッセージサービス）を活用し、施設の空き情

報を提供する。 

 

(25) 保育所システム更新等推進事業（令和６年度、市単独、20,000 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 保育所等業務効率化推進事業の補助対象とならない、システムの入れ替え、機器の更新・追加に対し、補助す

る。 

 

(26) 民間保育士等処遇改善補助事業（令和５年度、市単独、712,913 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 認可保育所等に勤務する保育士等の処遇を改善することで、保育士等の確保や職場定着及び離職防止を図る。 

 

(27) 潜在保育士雇上強化事業（令和６年度、国3/4、市 1/4、46,740 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 潜在保育士を有資格保育補助者として雇用し、保育士等としての段階的な復帰に取り組む保育所等に対し助成
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する。 

 

(28) 保育所等給食費支援事業（令和４年度、県一部、256,365 千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 物価高騰等に直面する子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、栄養バランスや量を保った給食の実施

を確保するため、園児に給食を提供している保育所等に対して必要な経費を支援する。 

 

(29) 保育所等物価高騰対策支援事業（令和４年度、市単独、110千円、保育幼稚園課） 

《事業内容》 

 物価高騰の影響を受ける保育所等の負担軽減を図るため、光熱費（ＬＰガスのみ）の価格高騰分の一部につい

て支援する。 

 

３ 私立幼稚園等に対する助成 

私立幼稚園等の運営に対する助成事業 （昭和48年度、市単独、152,984 千円、保育幼稚園課） 

《目 的》 

 鹿児島市内の私立幼稚園、私立幼稚園型認定こども園及び私立幼保連携型認定こども園（以下「幼稚園等」と

いう。）並びに鹿児島市私立幼稚園協会（以下「協会」という。）の円滑な運営を図り適正な就学前の子どもの

教育及び保育を推進するため、幼稚園等に対し教材費、３歳児保育運営費、協会に加盟する各幼稚園等の研修費、

運営費、絵本に親しむ活動費、読み聞かせ奨励費、幼児教育相談助成費、保健衛生充実事業費、満３歳児長期休

暇預かり保育人件費及び協会の運営費に対する補助金を支出する。 

《対象者》 

鹿児島市内の私立幼稚園及び認定こども園、鹿児島市私立幼稚園協会 

《補助額》 

毎年度の５月１日現在の幼稚園等の園児数、教育・保育職員等数、園数及び学級数を基礎として算定（協会運 

営費及び満３歳児長期休暇預かり保育人件費を除く）。 

 

４ 児童の健全育成    
(1) 児童センター （昭和41年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、50,939 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 児童に健全な遊びの場を与え、その健康や体力を増進し、情操を豊かにするとともに児童の健全な育成を図る

ことを目的とする児童センターを運営し、児童福祉の増進を図る。 

《対象者》  

18 才未満の児童とその家族、こども会及びこれに類する団体、母親クラブ等児童健全育成を目的として組織さ

れた団体 

《事業内容》 

 ① 実 施 場 所    城南児童センター（城南町4-19） 

            三和児童センター（三和町21-23） 

            郡山児童センター（郡山町39-4） 

 ② 開館日及び時間  月曜日から土曜日まで（年末年始・祝日を除く。） 

            午前8時30分～午後6時 

 ③ 保 護 者 負 担  行事費など必要な費用 
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《利用状況》                                    （単位：人） 

年 度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

城南児童センター 4,891 2,633 3,116 3,592 6,079 

三和児童センター 5,688 5,119 4,932 5,952 7,272 

郡山児童センター 18,021 8,121 5,469 4,855 5,427 

計 28,600 15,873 13,517 14,399 18,778 

 

(2) 放課後児童健全育成事業 （昭和52年度、国1/3 県 1/3、1,518,582 千円、こども政策課） 

児童クラブ施設整備事業 （昭和52年度、国1/3 県 1/3、 155,368 千円、こども政策課）  

              ※ 一部  国 2/3 県 1/6 

《目 的》 

 昼間労働等により保護者のいない小学校に就学している児童の適切な遊びと生活の場として児童クラブを設置

し、児童の健全育成を図る。 

 なお、児童クラブの運営は、各児童クラブ運営委員会等に委託して行う。 

《対象者》 昼間保護者のいない小学校に就学している児童 

《事業内容》 

 ① 実 施 場 所  児童クラブ180か所 

 ② 開所日及び時間  月曜日から土曜日まで（祝日及び年末年始を除く。） 

            平日：午後２時～午後６時、授業のある土曜日：授業終了後～午後６時 

            授業のない土曜日：午前８時～午後６時、長期休暇：午前８時～午後６時 

 ③ 保 護 者 負 担   児童１人当たり月額3,500 円（生活保護世帯等は無料） 

《設置状況》                                      （単位：か所） 

年   度 29 年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 

新 規 開 設 22 14 10 5 8 4 2 

事 業 廃 止 0 0 0 0 0 0 1 

年度末クラブ数 139 153 163 168 176 180 181 

 

(3) 放課後児童健全育成補助事業 （平成11年度、国1/3、県 1/3、344,133 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 放課後児童健全育成事業を実施する社会福祉法人等に運営費の補助を行い、当該法人等の事業の促進を図ると

ともに、保護者負担の軽減を図り、児童の健全育成に資する。 

《対象者》 放課後児童健全育成事業を実施する社会福祉法人及び学校法人等 

《対象経費》 放課後児童健全育成事業に要する経費のうち、支援員等人件費、施設賠償責任保険料、光熱水費

及び保護者負担金差額加算等 

《実施状況》                                      （単位：か所） 

年 度 29 年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

新 規 開 設 4 3 2  0 2  3 7  

事 業 廃 止 0 0 0  1 2  2 0  

ク ラ ブ 数 23 26 28  27 27  28 35  

 

(4) 児童クラブＩＣＴ化推進事業 （令和4年度、国 1/3、県 1/3、28,130 千円、こども政策課） 

《目 的》児童クラブのＩＣＴ化により、保護者の利便性向上や職員の業務負担軽減を図る。 

《事業内容》児童等の入退室管理や保護者への連絡等ができるシステムを導入する。 
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(5) 児童クラブタブレット学習支援事業 （令和6年度、国1/3、県 1/3、33,104 千円、こども政策課） 

《目 的》児童クラブにおける児童のタブレット端末を活用した学習を支援する。 

《事業内容》Ｗｉ-Ｆｉルーターの増設等により、インターネット環境の強化等を行う。 

 

(6) ちびっこ広場 （昭和42年度、市単独、8,705 千円、保育幼稚園課） 

《目 的》 

 子どもたちの路上遊びを防止し、身体面の発育及び精神面の発達を助長するため、空地等を利用し、安全で楽

しく、そして明るく過ごせるスペースの確保を目的とする。 

《対象者》 小学校低学年以下の子ども 

《事業内容》 

① ちびっこ広場は令和６年３月末現在87 か所で、地域の要望により設置している。 

 ② 安全点検等については、市による遊具等の点検を年1回は行うとともに、日常的にはちびっこ広場運営委

員（町内会長等）から、広場の運営状況、遊具等施設の利用状況等についての報告を受け、これを基に状況

を把握し適切な処置を行う。 

 ③ 清掃・除草については、地域で実施する。 

 ④ 遊具等の修理や法面等の危険を伴う除草作業等については、市が実施する。 

 ⑤ 民有地に設置する場合は借地料は無料、借地期間は３年以上。 

《設置状況》                                       （単位：か所） 

年 度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

新   設 0  0  0 0 0 

廃   止 1  2  1 2 2 

年度末広場数 94  92  91 89 87 

 

(7) 子育て短期支援事業   

 ① 短期入所生活援助（ショートステイ）事業 （平成６年度、国1/3 県 1/3、市 1/3、7,174 千円、 

こども家庭支援センター、こども福祉課） 

《目 的》 

 児童を養育している家庭の保護者が疾病や育児疲れ等の事由によって、家庭での養育が一時的に困難となった

場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合に、児童福祉施設等において一時的に養育・

保護することにより、児童及び母子の身体的・精神的な負担の軽減、福祉の向上を図る。 

《対象者》 18歳未満の児童及び母子 

《事業内容》 

 ア 実 施 場 所  乳 児 院  やくし乳児院、鹿児島乳児院 

            児童養護施設                  愛の聖母園、桜島学園、仁風学園 

           母子生活支援施設   

 ファミリーホーム  冨永さんち、武田ホーム、いのちのき 

 イ 利 用 期 間   保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、市が認める期間 

 ウ 事業費単価   ２歳未満児 １日 10,700 円  ２歳以上児 １日 5,500 円 

 エ 利用者負担  事業費の一部を負担（生活保護世帯等は無料） 

《実施状況》 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

延利用人員（人） 89 62 90 122 118 

延利用日数（日） 734 371 543 649 589 

② 夜間養護等（トワイライト）事業 （平成16年度、国1/3 県 1/3、市 1/3、48千円） 
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《目 的》 

 児童を養育している家庭の保護者が仕事の都合等により、平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児

童を養育することが困難となった場合に、その児童を児童福祉施設等において保護し、生活指導、食事の提供等

を行うことにより、児童の福祉の向上を図る。 

《対象者》 18歳未満の児童 

《事業内容》 

ア 実 施 場 所  乳 児 院  やくし乳児院、鹿児島乳児院 

            児童養護施設                  愛の聖母園、桜島学園、仁風学園 

          ファミリーホーム   冨永さんち、武田ホーム、いのちのき 

 イ 利 用 時 間   ・夜間養護事業  夕方（保育園、幼稚園、小学校等終了後）～午後10時まで 

・休日預かり事業 朝～夕方（概ね午後6時） 

 ウ 事業費単価  夜間養護事業 １日 1,500 円  休日預かり事業 １日 2,700 円 

 エ 利用者負担  事業費の一部を負担（生活保護世帯等は無料） 

 

《実施状況》 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

延利用人員（人） 1 0 14 17 17 

延利用日数（日） 1 0 14 18 17 

 

(8) すこやか子育て交流館管理運営等事業 （平成22 年度、国一部 県一部、135,081 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 子育て中の親の不安感や負担感を軽減するとともに、子育て家庭や子育て支援団体等の活動をさまざまな角度

からサポートする総合的な子育て支援の拠点施設として、平成22 年 10月に開館した。 

この施設では、親子が気軽に集い、相互に交流する場を提供するとともに、育児相談や子どもの一時預かり、

子育てに関連する情報の発信や関係団体等との連携・情報の共有化を行い、子育て支援のネットワークづくりを

進める。 

《対象者》  

 小学校３年生までの子どもとその家族、妊娠中の者、子育て支援に係る活動を行う者等 

《事業内容》 

 ① 実 施 場 所  与次郎一丁目10-17 

② 開 館 日 及 び 時 間  毎月第1月曜日及び年末年始を除く毎日  午前９時～午後５時 

《利用状況》                                   （単位：人） 

年 度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

利用者数 101,573 53,053 54,989 76,386 97,198 

 

(9) 親子つどいの広場運営事業 （平成20年度、国一部 県一部、203,196 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 子育て中の親とその子どもが気軽につどい、相互に交流する場を提供する「親子つどいの広場」を運営し、子

育てに係る不安感等の緩和を図るとともに、地域の子育て支援機能の充実等を図る。 

《対象者》  

小学校に就学するまでの子どもとその家族、妊娠中の者、子育て支援に係る活動を行う者等 

《事業内容》 

① 実 施 場 所    東部親子つどいの広場（中町4-13）平成20 年 4月 1日供用開始 

南部親子つどいの広場（西谷山一丁目3-2）平成25年 12月 24日供用開始 
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北部親子つどいの広場（吉野町3256-1）平成26 年 7月 1日供用開始 

西部親子つどいの広場（下伊敷一丁目10-3）平成29 年 4月 1日供用開始 

② 開館日及び時間  年末年始を除く毎日  午前９時～午後５時 

《利用状況》                                   （単位：人） 

年 度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

東部親子つどいの広場 25,524 15,482 12,594 16,455 19,001 

南部親子つどいの広場 57,147 41,343 43,413 57,629 64,548 

北部親子つどいの広場 31,244 23,797 24,887 29,971 34,964 

西部親子つどいの広場 47,281 32,847 33,826 44,080 53,288 

 

(10) 地域子育て支援センター事業 （平成６年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、110,072 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 子育て家庭への支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員を配置し、育児不安等に対する相談、子育て親

子の交流の促進、地域の子育てサークル等の育成・支援等を実施する。 

《事業内容》 

 ① 実施内容      育児不安等に対する相談、親子ふれあいの催し、育児講座、子育てサ－クル等の育

成・支援、その他 

② 実施施設（委託先） 松青こども園（松青福祉会）            伊敷保育園（伊敷福祉会） 

同胞保育園（鹿児島県社会福祉事業団） むれが岡保育園（吉田向陽会） 

つくし保育園（紫原福祉会）      石谷の森保育園（常盤会） 

郡山保育園（笹桐福祉会）       ころころ（合同会社しんじん）  

ふじヶ丘保育園（鹿児島福祉会）        くくな（合同会社Mana） 

                                     ララ（鹿児島福祉会） 

※令和６年４月１日現在   

《利用状況》                                   （単位：人） 

年 度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

利用者数 32,115 22,684 19,997 24,126 27,939 

 

(11) ファミリー・サポート・センター事業 （平成 12年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、14,675 千円、 

こども政策課） 

《目 的》 

 育児や家事の援助を依頼する依頼会員、援助を行う提供会員及びどちらも可能な両方会員で組織されるファミ

リー・サポート・センターを設置し、会員同士による相互援助活動を実施し、子育てに関する負担の軽減及び児

童福祉の向上を図る。 

《対象者》  

 依頼会員  （育児）市内に居住又は勤務する者で、生後６か月から１８歳までの子どもがいる者 

       （家事）市内に居住し、母子健康手帳交付の日から出産後６か月までの者 

 提供会員  （共通）市内に居住する者 

《事業内容》 

① 実 施 機 関  ファミリー・サポート・センター（中町4-13） 

② 委 託 先  市社会事業協会 

③ 開 館 日 及 び 時 間  年末年始を除く毎日   午前９時～午後５時 

④ 実 施 内 容  会員相互による育児や家事の相互援助活動 

《実施状況》     
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年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

会員数（人） 3,267 3,077 3,213 3,275 3,350 

活動回数（回） 3,276 3,890 4,096 5,252 5,619 

 

(12) 子育てサークル支援事業 （平成13年度、市単独、2,165 千円、こども政策課） 

《事業内容》 

 子育て等に関して地域での交流の活性化を図るために活動する子育てサークルに対し、活動費の助成を行うほ

か、すこやか子育て交流館や親子つどいの広場などで、おもちゃの貸し出しを行う。 

① 子育てサークル活動費補助 

  主に本市に居住する未就学児の親子の世帯が5世帯以上で、本市の子育て支援施設や公共施設を拠点に子育

て等に関して地域での交流の活性化を図る活動を行う子育てサークルに対する補助を行う。 

② 子育ておもちゃ便 

  子育てに関する活動を行う団体等に、ジョイントマット、エプロンシアター、ブロック、ままごとセットな

どのおもちゃの貸し出しを行う。 

《実施状況》                                       

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

団体数 13 14 13 13 13 

 

(13) にこにこ子育て応援隊支援事業 （平成19年度、市単独、23 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 鹿児島市全体で子育てを応援する気運を高め、市と市民、市民活動団体、事業者等が協働し、安心して子ども

を生み育てる環境づくりを進めることを目的とする。 

《事業内容》 

 様々な分野・地域で子育てを応援する市民活動団体や事業者等に「にこにこ子育て応援隊」に加入していただ

き、地域における子育て支援を推進するとともに、それらの活動の促進を図る。 

 ① にこにこ子育て応援隊の種類 

  ア 地域みんなで応援隊：地域で子育てに対する不安感等を緩和する活動を行う市民活動団体等 

  イ 職場のパパママ応援隊：従業員が子育てしやすいように職場環境を整える事業者 

  ウ お出かけラク！トク！応援隊（県子育て支援パスポート事業協賛店舗等）： 

買物時の割引等、子育て家庭に配慮する店舗や施設等 

② 子育て支援パスポートの交付 

   お出かけラク！トク！応援隊のサービスを受けるために必要な子育て支援パスポートを交付する。 

   ・対象 満 18歳未満の子どもがいる世帯及び妊娠している方がいる世帯 

 

(14) 子育てサポーター養成事業 （平成19年度、国1/2 市 1/2、618 千円、こども政策課） 

《目 的》 

市民が自らの経験等を活かして子育てを支援することができるよう、本市の養成講座または県が実施する子育

て支援員研修修了者を「子育てサポーター」として登録し、地域の子育て力を向上させ、より子育てしやすい環

境を整備する。 

また、子育てサポーターと県の子育て支援員研修修了者を対象に現任研修を実施し、地域子育て支援拠点施設

の支援の担い手となる「子育て支援員」のスキルアップを図る。 

《事業内容》 

① 子育てサポーター活動 

本市のイベントや講座、子育て支援施設、子育てサークル等において、子育ての悩み相談や助言及び各種
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イベント等の託児を行う。 

 

② 現任研修の実施 

国の子育て支援員研修に基づき従事者のスキルアップを図るため、現任研修を実施 

対  象  者  子育てサポーター及び県が実施する子育て支援員研修修了者  

定     員  80 人 

受  講  料  無料 

 

(15) 子育て支援ネットワーク推進事業 （平成24年度、市単独、1,132 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 すこやか子育て交流館を核とした子育て支援施設や子育て団体、関係機関とのネットワークを構築し、多様な

情報発信と、さまざまな主体による子育て支援の仕組みを整えることにより、多面的な子育て支援を推進する。 

《事業内容》 

① 子育て支援ネットワーク会議の運営 

② 子育て応援ポータルサイト（夢すくすくねっと）の運用 

③ 子育て関連情報の一元管理、提供 

 ④ 子育て支援施設連絡会の運営 

 ⑤ かごしま市子育てガイドの発行 

 

《全体計画》 

 24 年度  子育て環境調査の実施 

25年度  子育て支援ネットワーク会議の設置 

子育て支援ネットワークブロック会議（東部・中央・南部合同）の開催 

子育て応援ポータルサイト（夢すくすくねっと）及び子育て情報メール配信の運用開始 

26年度  子育て支援ネットワークブロック会議（北部・西部合同）の開催 

27年度～ 子育て支援ネットワーク会議、ブロック会議（北部、東部、西部・中央合同、南部）の開催 

29年度～ 子育て支援ネットワーク会議、ブロック会議（北部、東部、西部、南部、中央）の開催 

 

(16) 子育て支援施設職員スキルアップ研修事業 （令和２年度、国1/2 市 1/2、459 千円、こども政策課） 

《目 的》 

子育て支援拠点施設職員のスキルアップを図るため、研修を実施するとともに、子育て支援拠点施設間の連携

を図るため、会議を設置し、情報交換等を行う。 

《事業内容》 

対象者 すこやか子育て交流館、親子つどいの広場、児童センター、地域子育て支援センターの職員 

① 研修 

ア 職員のスキルアップ研修 

専門的な知識・技術等を習得することをテーマとした研修 

イ 実務研修 

拠点における課題や事例及び解決に向けた技術等の共有を図ることをテーマとした研修 

② 地域子育て支援拠点施設従事者会議 

・子育て支援情報の共有化 

・相談のケース検討 

・施設が抱える課題に対する意見交換 等 
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(17) 子育て支援施設整備事業 （令和５年度、市単独、11,680 千円、こども政策課） 

《事業内容》 

 子育て支援施設の整備等を計画的に行う。 

 

(18) 家庭こども相談員設置事業 （令和６年度、市単独、17,709 千円、こども福祉課）※令和６年度より家庭

児童相談員設置事業（昭和45年度）と婦人相談員設置事業（昭和33年 1月）を統合 

《目 的》 

  家庭における児童についての悩みごとや配偶者からの暴力、家庭内のもめごと等に対応を行う家庭こども相

談員を配置する。 

《対象者》 児童を養育している保護者、女性等 

《事業内容》 

 ① 実 施 場 所  家庭こども相談室・谷山子育て支援課 

② 相 談 日 及 び 時 間  月曜日から金曜日まで（年末年始・祝祭日を除く。） 

            家庭こども相談室 午前８時30分～午後５時15分 

            谷山子育て支援課  午前９時15分～午後４時 

③ 家庭こども相談員  ５人（家庭こども相談室 ３人  谷山子育て支援課 ２人） 

④ 相 談 内 容  家庭における児童についての悩みごと、夫からの暴力に関すること等 

 

《実施状況》                                      （単位：件） 

年 度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

相談件数 1,251 1,088 987 856 843 

※家庭児童相談と婦人相談を合計した件数 

 

(19) 児童虐待対策事業 （平成13年度、国1/2・1/3、県 1/3、市 1/2・1/3、1,242 千円、こども家庭支援セン 

ター） 

《目 的》 

 関係機関・団体等との情報共有や連携を深めるとともに、児童虐待防止についての啓発活動等の事業を行うこ

とにより、児童虐待の早期発見や防止等を推進する。 

《事業内容》 

① 鹿児島市要保護児童対策地域協議会による児童虐待対策の実施（平成20年度設置） 

 関係機関・団体の代表者等による「代表者会議」「実務者会議」等を開催し、情報交換や支援内容につい

て協議することにより、児童虐待の早期発見や防止等を図る。 

② 子ども相談連絡部会研修会の開催 

③ 児童虐待防止のための啓発活動 

 児童虐待防止についての街頭キャンペーン等を行うことで、虐待防止や早期発見等の啓発に努める。 

 

(20) 育児支援家庭訪問事業 （平成17年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、6,205 千円、こども家庭支援センター） 

《目 的》 

 児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に

過重な負担がかかる前の段階において、訪問による支援を実施することにより、当該家庭において安定した児童

の養育を図る。 

《対象者》  子育てに対し不安がある出産後概ね1年未満の家庭 

《事業内容》 
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① 出産後間もない時期（概ね１年程度）の母子に対する育児指導 

② 未熟児、多胎児等についての育児指導及び栄養相談 

③ 身体的又は精神的不調状態にある養育者に対する相談及び指導 

④ 若年の養育者に対する育児相談及び指導           など 

 

(21) 子育て世帯訪問支援事業（令和５年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、2,186 千円、こども家庭支援センター） 

《目的》 

 家事・育児に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を子育て訪

問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、

家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。 

《事業内容》 

①家事援助の内容 

  ア.家事支援 食事の準備、後片付け、洗濯、居室等の清掃・整理整頓、生活必需品の買い物 など 

  イ.育児支援 授乳、離乳食、おむつ交換、沐浴補助、保育所等の送迎、通院・産後健診・公的機関の手続

きなどの同行、地域の母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供 など 

②支援対象 家事・育児等に対して不安・負担を抱えた要支援家庭及び支援の必要性の高い妊産婦 

③利用者負担金 最大2,000 円/回（所得等に応じて減免） 

 

(22)  かごしまこども応援ネットワーク推進事業（令和４年度まで「子どもの未来応援事業」）  

   （平成29年度、市単独、こども福祉課） 

《目 的》 

 子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、子どもを支援する活動の

促進を図る。 

《事業内容》 

 こどもの居場所づくりにつながる活動を行っている団体の取組について、市ホームページ「かごしまこども応援ネ 

ットワーク」という場を通して、情報の見える化を図り、団体間で協調した取組が促進されるなど、地域全体で子ど

もを支えていく力の向上を目指す。 

 

(23) イクボス推進会議開催事業 （平成29年度、県2/3、1,917 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 仕事と生活を両立しやすい環境の整備を推進する。 

《事業内容》 

 イクボス推進会議を開催するとともに、イクボスの優れた取り組みを表彰する「イクボスアワード」を実施し、

イクボス推進同盟への参加企業の増加等を図る。 

 

(24) こどもの居場所×学習機会づくり地域支援補助金（令和６年度、市単独、1,440 千円、こども福祉課） 

  《目 的》   

こどもの居場所づくりにつながる活動の一つとして、学習支援の取組を支援し、こどもの居場所づくりを推進

する。 

《事業内容》  

こどもの居場所づくりとして、子ども食堂を支援する団体が行う学習支援の取組に対し、助成する。 

 

(25) 子ども食堂サロン運営支援補助金（令和４年度、市単独、3,530 千円、こども福祉課） 

《目 的》   
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 鹿児島市における子ども食堂の活動を支援することで、地域社会全体で子どもを育てていくという気運を醸成

し、もって子どもの健全育成を図る。 

《事業内容》  

子ども食堂への支援や新規開設等に関する相談機能を担う「かごしまこども食堂サロン」を運営する団体に対

し、助成する。 

 

(26) 子ども見守り強化事業（令和３年度、国2/3、市 1/3、4,492 千円、こども家庭支援センター） 

《目 的》 

  児童虐待防止と早期発見に努めるため、支援を必要とする児童の自宅に弁当などを届ける子ども食堂等を通し

た地域の見守り体制を強化する。 

《事業内容》 

(1) 子ども宅食見守り事業補助金 

①対象者  市内でこども食堂等を運営する団体で、「かごしまこども食堂・地域食堂ネットワーク」の構

成員となっている団体等 

②対象活動 宅食（無料）を通した対象児童等の見守り 

③対象経費 人件費、弁当購入費、ガソリン代等 

 

(2) 児童虐待防止研修会 

市内のこども食堂等のスタッフを対象に、相談窓口の案内や児童虐待に気付くポイント等を説明 

 

(27) こどもの未来応援贈り物事業（令和５年度、3,000 千円、こども家庭支援センター） 

《目 的》 

 イベント参加やスポーツ観戦など、様々な経験の機会の提供に取り組む児童養護施設等に対し助成を行い、施

設で生活する子どもが夢や希望を抱くきっかけづくりを行う。 

《対象施設》 

 乳児院、児童養護施設、ファミリーホーム、母子生活支援施設、児童心理治療施設（鹿児島市内１５施設） 

※全額、愛の福祉基金を活用 

 

(28) 子ども家庭見守り相談支援員設置事業（令和４年度、国1/2 市 1/2、15,374 千円、こども家庭支援セン 

ター） 

《目 的》 

 家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、継続的な支援を行っている子どもにつ

いて、定期的な状況確認を行うとともに、要保護児童対策地域協議会の運営に係る業務を行う。 

《事業内容》 

① 市が継続的な支援を行っている児童等の定期的な状況確認 

② 市が継続的に支援を行っている児童等の支援に係る連絡調整・事務処理等 

③ 要支援児童に関する相談対応 

 

(29) ヤングケアラー支援事業（令和５年度、国2/3 市 1/3、4,192 千円、こども家庭支援センター） 

《目 的》 

 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより子ども自身がやりた

いことができないなど、子ども自身の権利が守られていないと思われる子ども、いわゆるヤングケアラーの周知

広報を図るとともにヤングケアラーに対する支援体制を充実させるもの。 

《事業内容》 
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ヤングケアラーに対する支援体制の充実を図るため、相談支援を行うとともに、周知広報を図る。 

 

(30) こども家庭支援ネットワーク構築事業（令和５年度、市単独、157千円、こども家庭支援センター） 

《目 的》 

 すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健と児童福祉サービスを一体的に提供するこども家庭セ 

ンターと連携が必要な関係機関代表者を委員とするこども家庭支援ネットワーク会議に意見聴取を行うとともに、 

多様な家庭環境等に対応した支援体制の充実・強化を図る。 

《事業内容》 

 こども家庭センター設置後に、連携が必要となることが想定される関係機関等の代表者を委員とする、「鹿児 

島市こども家庭支援ネットワーク会議」を引き続き開催する。Ｒ６年度は、こども家庭支援の場面において、中 

心的役割を担うことになる、こども家庭センターの運営について意見を聴取する。 

 

(31) 親子関係支援プログラム実施事業（令和６年度、国1/3 県 1/3 市 1/3、262 千円、こども家庭支援セン 

ター） 

《目 的》 

子育ての悩みや不安を抱える保護者等に対し、親子関係支援プログラムを活用した支援を行う。 

《事業内容》 

児童との関わり方及び子育てに悩み、不安等を抱えている保護者並びにその児童に対し、講義、グループワー

ク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同

じ悩み、不安等を抱える保護者同士が相互に悩み、不安等を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等そ

の他の必要な支援を行う。 

 

(32) こども相談サロン・フードパントリー運営事業（令和６年度、国1/2 市 1/2、778 千円、こども家庭支援

センター） 

《目 的》 

 関係機関と連携し、地域において本市が実施する相談サロンと民間事業者が実施するフードパントリー（食材

配布）を同時開催し、児童虐待防止と育児負担の軽減を図る。 

《事業内容》 

 こども家庭支援センター、保健センター（北部・東部・西部・中央・南部）及び各支所保健福祉課５か所で年

１回ずつ相談サロン（市実施）とフードパントリー（民間事業者実施）を同時に開催し、地域での子育て支援の

ネットワーク化、各関係機関との連携強化を図る。 

 また、相談サロンの実施や対象者を必要な福祉サービス等の利用につなげることにより、児童虐待防止や育児

負担の軽減を図る。 

 

(33) 児童相談システム導入事業（令和６年度、市単独、141千円、こども家庭支援センター） 

《目 的》 

「児童相談システム」を導入することにより、こども家庭支援センターの業務の効率化と情報セキュリティの

向上を図る。 

《事業内容》 

 こども家庭支援センターの業務の効率化と情報セキュリティの向上を図るとともに、児童相談所の設置を見据

えた「児童相談システム」の導入について、他都市の調査等を実施する。 

 

(34) 児童相談所設置事業（令和６年度、市単独、1,649 千円、児童相談所準備室） 

《目 的》 
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児童虐待対策の強化のため、県農業試験場跡地を整備予定地とし、児童相談所の設置に取り組むもの。 

《事業内容》 

 整備予定地となる用地の取得を行うほか、人材育成・確保等に取り組む。 

 

(35) こどもの未来応援条例推進事業（令和５年度、市単独、2,027千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 子どもを社会全体で守り育てるという気運を醸成し、子ども達が夢や希望を持てる社会の実現を目指す。 

《事業内容》   

こどもの未来応援条例に基づき、その周知や取組事例集の作成等により、子どもを社会全体で守り育てるという 

気運を醸成する。 

《実施状況》  

 ５年度 子ども向けパンフレットの作成・配布、こどもの未来応援条例施行記念イベントの実施 

 

（36）子育て情報ＡＩチャットボット活用事業（令和６年度、市単独、3,478千円、こども政策課） 

《事業内容》 

 子育て世帯からの支援関連情報の問い合わせに迅速かつ的確に対応するとともに、利便性の向上を図るため、ＡＩ

の活用により問い合わせ内容に応じた回答を適切に行うＡＩチャットボットを運用するもの。 

 

 

５ 母子・父子家庭等の対策   

(1) 母子・父子自立支援相談 （昭和62年度、一部国庫補助、19,521 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 母子・父子自立支援員がひとり親家庭等の相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び助言、職業能力の向上

及び求職活動に関する支援を行い、生活の安定、児童の福祉の増進を図る。 

《対象者》  

 母子家庭、父子家庭、寡婦 

《事業内容》 

① 実 施 場 所    家庭こども相談室及び谷山子育て支援課 

② 相談日及び時間    月曜日から金曜日まで（年末年始・祝祭日を除く。） 

               家庭こども相談室 午前８時30 分～午後５時15 分 

               谷山子育て支援課 午前９時15 分～午後４時 

③ 母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 員    ６人（家庭こども相談室４人 谷山子育て支援課２人） 

④ 相 談 内 容      ひとり親家庭等の自立に必要な支援に関すること 

《実施状況》                                             （単位：件） 

年 度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

相談件数     6,680     6,701     7,077    6,630    6,288 

 

(2) 愛の福祉基金事業 （昭和56 年度、市単独、9,158 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 篤志家からの寄付金を基金（令和５年度末基金総額263,744,342 円）として積立て、その運用利息等で母子・

父子家庭等の福祉の増進を図る。 

《対象者》 母子・父子家庭等の中学校に入学する生徒 

《事業内容》 

 母子・父子家庭等の児童が中学校に入学したときに、その入学を祝い図書カードを贈る。 
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《実施状況》 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

対象者（人）      762      746      767      745    730 

図書カード 

（1人あたり／円） 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

(3) 母子保護の実施（国1/2、154,736 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその監護すべき児童を母子生活支援施設に入所させて、これ

らの者を保護する。 

《対象者》 18歳未満の児童を養育している配偶者のない女子等 

《施 設》 市内４施設、定員80 世帯 

 

(4) 助産の実施（国1/2、16,213 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を助産施設に入

所させ母子の保護を図る。 

《対象者》 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯等の妊産婦 

《事業内容》 

 ① 実施場所  市立病院、鹿児島中央助産院 

 ② 利 用 料  所得に応じて負担（生活保護世帯は無料） 

《実施状況》                                       （単位：人） 

年 度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

利用人員       28       22       24      16         23   

 

(5) 母子生活支援施設等物価高騰対策支援事業（令和６年度、1,451 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 物価高騰対策として、母子生活支援施設等の負担軽減を図るため、食材費の一部に対し助成する。 

《対 象》 

 母子生活支援施設、助産施設 

 

(6) ひとり親家庭等日常生活支援事業 （平成８年度、国1/2、148 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 母子・父子家庭等の修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的な事由により、一時的に介護、保育等の

サービスが必要な世帯及び生活環境が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている世帯に対して

家庭生活支援員を派遣し、必要な介護等を行い、地域での生活を支援する。 

《対 象》 

 母子家庭、寡婦、父子家庭であって、自立促進に必要な事由（技能習得のための通学、就職活動等）又は社会

的事由（疾病、事故、出張及び学校等の公的行事への参加等）により、一時的に介護、保育等のサービスが必要

な世帯及び生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている世帯 

《介護等の内容》 

 乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買物等 

《利用者負担》 

 無料 
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※市母子寡婦福祉会に委託して実施 

《実施状況》 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

申請件数（件）       12       ５       ９       １       10 

利用日数（日）       14       ６       16       １       14 

 

(7) 就業支援講習会事業（母子家庭等就業・自立支援センター事業） （平成16 年度、国1/2、2,351 千円、

こども福祉課） 

《目 的》 

 母子家庭の母及び寡婦並びに父子家庭の父に対し、就業に結びつく可能性の高い技能、資格を習得するための

就業支援講習会を実施し、ひとり親家庭等の自立支援を図る。 

《対象者》 母子家庭の母、寡婦及び父子家庭の父 

《講習会の種類》 医療事務講座等 

《実施状況》                                      （単位：人） 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

講習種目 医療事務講座 
医療事務・調剤 

薬局事務講座 

医療事務・調剤 

薬局事務講座 

医療事務・調剤 

薬局事務講座 

医療事務・調剤 

薬局事務講座 

延受講人数           113           447      197      236      266 

参加実人員            18            31      33      39      27 

 

(8) ひとり親家庭等生活支援講習会事業 （平成16年度、国1/2、384 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 各種生活支援講習会を開催するとともに、個々の母子・父子家庭等の相談に応じるなど、生活の中で直面する

諸問題の解決や精神的安定を図り、母子・父子家庭等の地域での生活を支援する。 

《対象者》母子家庭の母、寡婦及び父子家庭の父 

《講習会の種類》 

 ① 児童のしつけ・育児に関する講習 

② 養育費の取得手続に関する講習 

③ 健康づくりに関する講習等 

※市母子寡婦福祉会に委託して実施 

《実施状況》                                     

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

開催回数（回）           23            18            20            19            22 

参加人員（人）          588           353           443           537           554 

 

(9) ひとり親家庭等総合相談会事業 （令和元年度、国1/2、829 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 ひとり親家庭等が相談機関とつながる機会を確保するため、ひとり親家庭等総合相談会を開催する。 

《対象者》 母子家庭の母、寡婦及び父子家庭の父 

《相談会の内容》 

 ① 弁護士による養育費等各種法律相談 

② ファイナンシャルプランナーによる家計相談 

③ ハローワークによる就労相談 

④ 保健師による子育て・健康相談 
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⑤ 母子・父子自立支援員による母子父子自立支援相談 

 

(10) 中高生国際交流派遣支援事業 （令和５年度、市単独、450千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 意欲ある学生が、家庭の経済的状況により学ぶ機会が奪われることのないよう、国際交流の場に参加できる環

境を整える。 

《対象者》 ひとり親（児童扶養手当・母子父子家庭等医療費受給者）・生活保護・市町村民税非課税世帯の中

学生・高校生 

《事業内容》 

 「青少年の翼事業」「青少年東南アジア派遣事業」における、学生の自己負担分の経費を助成する。 

※全額、愛の福祉基金を活用 

《実施状況》 

年  度 ５年度 

補助件数（件）           0 

 

(11) 養育費確保支援事業 （令和５年度、国1/2、955 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 離婚後の生活や子育てに関する不安を軽減するため、養育費の履行確保に資する取組を実施する。 

《事業内容》 

 ひとり親家庭の子どもの養育費の取り決めにかかる経費や保証会社との締結にかかる保証料を助成する。 

 

 

６ 給付と貸付    

(1) 児童手当 （昭和47 年１月から実施、平成24年４月制度改正、国事業、10,552,395 千円、こども福祉

課） 

《目 的》 

 中学校修了前までの児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄

与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する。 

《支給対象》 

 中学校修了前（15歳に達する日以後の最初の３月31 日まで）の児童を養育している者 

《支給要件・支給額等》 

① 支給要件 

   児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母などが日本国内に住所を有するときに支給 

② 支 給 額 

支 給 対 象 支給額 

３歳未満の児童 月額15,000円 

３歳以上小学校修了前の児童 
第１子・第２子 月額10,000円 

第３子以降 月額15,000円 

中学生 月額10,000円 

上記にかかわらず所得制限限度額以上、所得上限限度額

未満の場合 
月額  5,000円 

③ 支 給 日 

   ６月、10月、２月の各５日（５日が閉庁日の場合、その前の開庁日） 
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《所得制限》 

 前年の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人につき月額5，000

円を支給する。令和４年10 月支給分から、所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されない。 

扶養親族数 所 得 制 限 限 度 額 (円 ) 所 得 上 限 限 度 額 (円 ) 

０人 6,220,000 8,580,000 

１人 6,600,000 8,960,000 

２人 6,980,000 9,340,000 

３人 7,360,000 9,720,000 

４人 7,740,000 10,100,000 

５人 8,120,000 10,480,000 

６人以上 １人増すごとに38万円加算 １人増すごとに38万円加算 

 ① 所得額から控除される額 

  ア 給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の合計額から最大100,000 円 

  イ 社会保険料・生命保険料は、合計一律80,000円 

  ウ 障害者・寡婦・勤労学生は、それぞれ 270,000 円 

  エ 特別障害者は、400,000 円 

  オ ひとり親は、350,000 円 

  カ 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金等の額 

  キ 長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除 

② 所得制限限度額、所得上限限度額に加算される額 

  ア 同一生計配偶者（70歳以上の者に限る）又は老人扶養親族１人につき60,000 円 

《財源負担》 

支給対象 国 県 市 

０～３歳未満被用者所得制限限度額未満 37/45 4/45 4/45 

上記以外 4/6 1/6 1/6 

《年度末現在の受給者数、延児童数》                                       （単位：人） 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

受給者数 44,982 44,559 44,213 41,996 41,130 

延児童数 909,329 901,658 894,865 861,749 833,642 

※令和６年10月１日より児童手当の制度が一部変更になる。 

 

(2) 児童扶養手当 （昭和37年１月、国事業、3,078,786 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 父又は母がいないか、父又は母が重度の障害である児童を監護している父又は母、又は父母にかわって養育し

ている者の生活の安定と自立の促進を図ることにより、当該児童の福祉の増進を図る。 

《支給要件》 

 18 歳に達する日以後の最初の３月31 日までの間にある者（障害のある者は20歳未満）で、次のいずれかに該

当する児童を養育している者 

 ① 父母が婚姻を解消した児童 

 ② 父又は母が死亡した児童 

 ③ 父又は母が重度の障害状態（年金の障害等級１級程度）にある児童 

 ④ 父又は母の生死が明らかでない児童 

 ⑤ 父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童 

⑥ 父又は母が配偶者からの暴力で裁判所からの保護命令を受けた児童 
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⑦ 父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

⑧ 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

《支給制限》 

 次のいずれかに該当する場合には支給しない。 

 ① 児童が児童福祉施設等に入所しているとき 

 ② 手当を受けようとする父又は母が、婚姻しているか、又は婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係 

  と同様の事情にあるとき 

《公的年金給付等との併給調整（13 条の２関係）》 

 公的年金や遺族補償等を受けるときは年金等の額によって手当の全額または一部が支給停止となる。 

《一部支給停止（13条の３関係）》 

 手当支給開始から５年等を経過した翌月より、手当の２分の１が支給停止となる。 

 ただし、適用除外の事由に該当する場合は、届出書を提出することにより、支給停止を除外する。 

《所得制限》 

 前年の所得が所得制限限度額を超えるときは受給できない。（所得には、養育費の８割相当額を加算する。） 

① 受給者本人                          

扶養親族数 全 部 支 給 一 部 支 給 

０人 490,000 円  1,920,000 円  

１人 870,000 円  2,300,000 円  

２人以降 １人増すごとに38万円加算 １人増すごとに38万円加算 

② 扶養義務者等 

扶養親族数 全 部 支 給 

０人 2,360,000 円  

１人 2,740,000 円  

２人以降 １人増すごとに38万円加算 

③ 所得額から控除される額 

 ア 給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の合計額から最大100,000 円 

  イ 社会保険料・生命保険料は、合計一律80,000円 

  ウ 障害者・寡婦（夫）・勤労学生は、それぞれ 270,000 円(受給者が父又は母の場合、寡婦（夫）控除の

適用なし) 

  エ 特別障害者は400,000 円、ひとり親は 350,000 円(受給者が母の場合、ひとり親控除の適用なし) 

  オ 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金等の額 

④ 所得制限限度額に加算される額 

  ア 特定扶養親族１人につき 150,000 円（本人のみで扶養義務者等はなし） 

  イ 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき 100,000 円（扶養義務者等は60,000 円） 

《支給月額》                                    （令和６年４月１日現在） 

児童数 全 部 支 給 一  部  支  給 

１人の場合 45,500円 45,490円から10,740円まで10円きざみの額 

２人の場合 10,750円加算 10,740円から5,380円まで10円きざみの額加算 

３人以降 １人につき6,450 円加算 １人につき6,440 円から3,230 円まで10 円きざみの額加算 

《負担割合の推移》 

昭和60年７月まで 

請求分 

昭和60年８月以降 

請求分 

昭和63年12月以降 

支給分 

平成14年８月以降 

支給分 

平成18年４月以降 

支給分 

全 額 国 庫 国8/10  県 2/10 国3/4  県1/4 国3/4  市1/4 国1/3  市2/3 
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《年度末現在の受給権者数》                                （単位：人） 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

受給権者数 6,785 6,622 6,596 6,456 6,361 

 ※受給権者数には所得制限による支給停止者数を含む。 

※平成22年８月分から父子家庭も支給対象 

※令和６年11月１日より児童扶養手当の制度が一部変更になる。 

 

(3) 特別児童扶養手当 （昭和39 年９月、国事業、認定事務は県が行う、こども福祉課） 

《目 的》 

 精神又は身体に中程度以上の障害を有する児童を養育している者に特別児童扶養手当を支給することにより、

これらの児童の福祉の増進を図る。 

《支給要件》 

 精神又は身体に中程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を養育する者 

《支給制限》 

 次のいずれかに該当する場合は支給しない。 

 ① 児童が社会福祉施設等に入所しているとき 

 ② 児童自身の障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき 

 ※ 特別児童扶養手当の認定に関する事務については県知事が行っており、市においては認定の請求や各種変

更届等の受付、審査、県への進達及び証書の交付に関わる事務を行う。 

《所得制限》 

 前年の所得が所得制限限度額を超えるときは受給できない。 

                                   （単位：円） 

扶養親族数 受給者本人 扶養義務者等 

０人          4,596,000           6,287,000 

１人          4,976,000           6,536,000 

２人          5,356,000           6,749,000 

３人          5,736,000           6,962,000 

４人          6,116,000           7,175,000 

５人以降 １人増すごとに380,000 円加算 １人増すごとに213,000 円加算 

① 所得額から控除される額 

 ア 給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の合計額から最大100,000 円 

  イ 社会保険料・生命保険料は、合計一律80,000円 

  ウ 障害者・寡婦（父）・勤労学生は、それぞれ 270,000 円 

  エ 特別障害者は、400,000 円 

  オ ひとり親は、350,000 円 

  カ 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金等の額 

 ② 所得制限限度額に加算される額 

  ア 特定扶養親族１人につき 250,000 円（本人のみで扶養義務者等はなし） 

  イ 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき 100,000 円（扶養義務者等は60,000 円） 

 

《支給額等》                                                        （令和６年４月１日現在） 

１級障害児 １人につき 月額55,350 円 
支給日 ４月･８月･11月の各11日までに支給 

２級障害児 １人につき 月額36,860 円 
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《年度末現在の受給権者数》                               （単位：人） 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

受給権者数 1,059 1,104 1,154 1,217 1,285 

※受給権者数には所得制限による支給停止者数を含む。 

 

(4) 市民福祉手当（遺児等修学手当） （昭和45年度、市単独、136,975 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 父母の一方又は両方がいない児童を養育している者に市民福祉手当（遺児等修学手当）を支給することにより、

これらの児童の福祉の増進を図る。 

《支給要件》 

 ４月１日現在で本市に引き続き１年以上居住 (住民基本台帳に登録）し、次のいずれかに該当する義務教育中

の児童を養育する者 

 ① 父母の一方又は両方が死亡しているとき 

 ② 父母が離婚しているとき 

 ③ 父母の一方又は両方が引き続き１年以上行方不明であるか、又は児童を遺棄しているとき 

 ④ 父母の一方又は両方が引き続き１年以上法令により拘禁されているとき 

 ⑤ 婚姻によらないで出生した児童であるとき 

 ⑥ 父母の一方又は両方が、医師の診療を受けた日から起算して引き続き３年を経過してもその疾病が治ゆせ

ず、今後も長期にわたる安静と常時の監視又は介護が必要であるとき 

⑦ 父母の一方又は両方が、重度障害者（身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ1,Ａ2,Ｂ1、精神障害者保

健福祉手帳１級・２級）であるとき 

⑧ 父母の一方が配偶者からの暴力で裁判所からの保護命令を受けたとき 

《支給制限》 

 児童が児童福祉施設等に入所しているとき 

《所得制限》 

 前年の所得が限度額（児童手当と同額）以上の場合は、手当を半額とする（平成25年４月以降適用）。 

《支給額等》        （令和６年４月１日現在） 

資格認定日 毎年４月１日 

支 給 額 児童1人につき年額24,000円 

支 給 月 原則として毎年７月 

《支給状況》                                         (単位：人) 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

支給対象児童数      5,867 5,900 5,852 5,725 5,657 

 

(5) こども医療費助成 （昭和48 年７月、県1/2 市 1/2、1,594,368 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 こどもの健康と健やかな育成を図るため、こどもの保護者に対し医療費の一部を助成する。 

《対象者》  

 本市に住所を有する中学３年生まで（15歳に達する日以後の最初の３月31日まで）のこども 

 （市町村民税非課税世帯は18歳に達する日以後の最初の３月31 日までのこども） 

 ※生活保護法による医療扶助等、他の医療扶助を受けている者は除く。 

《助成内容》 

 ① 助成の方法 

  ア 受給者証   対象のこどもの保護者は、受給資格の認定申請を行い、受給者証の交付を受ける。 
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  イ 助成金申請  医療機関等での受診の際に、窓口で受給者証を提示し、医療費を支払う。(県外の医療

機関等で受診した場合は、助成金支給申請書に領収書等を添付し、市へ提出する。) 

           ※令和３年４月より市町村民税非課税世帯のこどもは県内の医療機関等の窓口での一部

負担金の支払いなし。 

 ② 助成額 

  ア ３歳未満及び市町村民税非課税世帯  保険診療による一部負担金の額 

  イ ア以外               一部負担金の額から１か月2,000 円を差し引いた額 

《助成金の支給状況》                  

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

助成件数（件） 347,927 303,729  340,554  376,077   413,520 

助成額（千円） 1,268,763 1,068,637 1,269,991 1,344,137  1,664,929 

   ※３年４月診療分から、助成対象者を市町村民税非課税世帯は18歳に達する日以後の最初の３月31日まで

のこどもに拡大 

 

(6) 母子・父子家庭等医療費助成 （昭和56年 10 月、県1/2 市 1/2、306,351千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 母子家庭及び父子家庭等の健康と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する。 

《対象者》  

 ① 現に児童を扶養している母子家庭の母 

 ② 現に児童を扶養している父子家庭の父 

 ③ 母子家庭の母又は父子家庭の父に現に扶養されている児童 

④ 父母のない児童 

※児童とは18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者又は20歳未満で心身におおむね中度

以上の障害（特別児童扶養手当２級と同じ程度以上の障害）がある者とする。 

※生活保護法による医療扶助等、他の医療扶助を受けている者、及び児童扶養手当の所得制限限度額以上の

者は除く。 

※令和３年４月より、市町村民税非課税世帯のこども（18歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間に

ある者）は、原則として「こども医療費助成」へ移行し、医療機関等の窓口での一部負担金の支払いなし。 

《助成内容》  

 ① 助成の方法 

  ア 受給者証   対象者は、受給資格の認定申請を行い、受給者証の交付を受ける。 

  イ 助成金申請  医療機関等の窓口で申請用紙を受け取り、必要事項を記入したのち、診療を受けた医療

機関等へ提出する。（市外の医療機関等では申請書の受付ができないため、申請書に診

療を受けた医療機関等の領収書を添付して市へ提出する。） 

② 助成額 保険診療による一部負担金の額 

《助成金の支給状況》 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

助成件数（件） 70,528 66,280      52,323    51,383      52,473 

助成額（千円） 347,899 336,464     283,002   288,976     308,962 

 

(7) 母子家庭等自立支援給付金事業 （平成16年度、国3/4、79,782 千円、こども福祉課） 

① 自立支援教育訓練給付金 

《目 的》  
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ひとり親家庭の父母が自主的に行う職業能力の開発を推進するため、本市が指定した講座を受講し職業能の開

発を自主的に行う者に対して教育訓練終了後に「自立支援教育訓練給付金」を支給する。 

《対象者》  

 ひとり親家庭の父母で、児童扶養手当が受給できる所得水準にあり、当該教育訓練を受けることが適職に就く 

ために必要であると認められる者 

《対象講座》 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等 

《支給額》  

 受講料の60％相当額（上限160万円 １万２千円以下は支給しない。） 

 ただし、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その差額 

② 高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金 

《目 的》  

 ひとり親家庭の父母の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資 

格に係る養成訓練の受講期間について「高等職業訓練促進給付金」を、また修了後に「高等職業訓練修了支援給

付金」を支給する。 

《対象者》  

 ひとり親家庭の父母で、児童扶養手当が受給できる所得水準にあり、次の資格を取得するために１年以上（令 

和３年度以降に修業を開始した場合は６カ月以上）の課程を受講する場合で、就業又は育児と修業の両立に支障

が生じていると認められる者 

《対象資格》 看護師 准看護師  介護福祉士  保育士  理学療法士  作業療法士 歯科衛生士 など 

《支給期間》 修業期間（最長で４年） 

《支給額》  高等職業訓練促進給付金    月額 100,000 円（市町村民税非課税世帯） 

                      ※養成期間の最終学年の１年間は月額 140,000 円 

                      月額  70,500 円 

                      ※養成期間の最終学年の１年間は月額 110,500 円     

           高等職業訓練修了支援給付金   50,000 円（市町村民税非課税世帯） 

                      25,000 円 

③ 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 

《目 的》  

 ひとり親家庭の学び直しを支援することにより、より良い条件での就職に向けた可能性を広げるため、

ひとり親家庭の親及び児童が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合に給付金を支給

する。 

《対象者》  

 ひとり親家庭の父母で、児童扶養手当が受給できる所得水準にある者、ひとり親家庭の児童（20 歳未満）で、

その扶養している方が児童扶養手当を受給できる所得水準にある者 

《支給額》 

 受講開始時給付金 受講費用の40％相当額（上限20万円 ４千円以下は支給しない。） 

 受講修了時給付金 受講費用の10％相当額（合わせて25万円 ４千円以下は支給しない。） 

 合格時給付金   受講費用の10％相当額（合わせて上限30万円） 

※令和６年８月以降母子家庭等自立支援給付金事業の制度が一部変更の予定である。 

 

(8) 母子・父子家庭等たすけあい資金貸付事業 （平成８年度、市単独、2,000 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 母子家庭、寡婦及び父子家庭が、日常生活において緊急、一時的に必要とする小口資金の貸付けに必要な貸付

金原資を市母子寡婦福祉会に貸付ける。 
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《貸付先》 市母子寡婦福祉会 

《小口資金の種類》 生活資金、結婚資金、入学資金（高等学校・大学）、自動車運転免許取得資金 

《実施状況》 

年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

貸 付 件 数 （ 件 ） 13           8           6           5           13 

貸 付 額 （ 千 円 ） 640        400        300            250            650 

 

(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 （平成８年度、国庫貸付金、27,401 千円、こども福祉課） 

《目 的》 

 ひとり親家庭の父母で児童（20歳未満）を扶養している者、その児童、寡婦及び父母のいない児童に対して、

母子父子寡婦福祉資金の貸付けを行う。 

《対象者》 ひとり親家庭の父母、その児童、寡婦及び父母のない児童 

《貸付金の種類》  

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就業支度資金、医療介護資金、生活資金、

住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金 

《実施状況》 

① 母子福祉資金 

   年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

貸 付 件 数 （ 件 ）           74           59         37         30         30 

貸 付 額 （ 千 円 ）       33,030       28,688       18,443       11,477       10,108 

② 寡婦福祉資金 

   年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

貸 付 件 数 （ 件 ）            2           2            2          1          1 

貸 付 額 （ 千 円 ）        1,020       1,076        999        480        250 

③ 父子福祉資金 ※ 26年度から制度開始 

   年  度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

貸 付 件 数 （ 件 ）             4           5            4          2          3 

貸 付 額 （ 千 円 ）         1,718       1,307         1,066        400        522 

 

 

７ 結婚支援 

(1) 婚活サポート事業（鹿児島市結婚相談所） （平成28年度、県2/3、16,207千円、こども政策課） 

《目 的》 

 結婚相談所（マリーサポートかごしま）を設置し、市民の相談に応じて結婚のあっ旋を行うなど、結婚を希望

する方への支援を目的とする。 

《事業内容》 

結婚相談所（マリーサポートかごしま）を運営するとともに、婚活アドバイザーによる相談業務等を実施する。 

 

(2) 出会いサポートイベント開催事業 （平成30年度、市単独、5,073 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 結婚を希望する人に対し、出会いの場となるイベントを開催し、婚活をサポートする。 

《事業内容》 

 出会いサポートイベントを開催する。 
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(3) ライフデザインセミナー開催事業 （平成28年度、県3/4、880 千円、母子保健課） 

《目 的》 

 大学生や新入社員を対象にしたライフデザインセミナーを開催し、次世代を担う若者への意識啓発を行う。 

《事業内容》 

 大学生や新入社員を対象に、結婚・妊娠・出産・子育ての適切な情報提供を行うライフデザインセミナーなどを

開催する。 

 

(4) 高校生のためのライフデザインセミナー開催事業 （令和３年度、県2/3、757 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 高校生を対象に、将来、結婚、家庭を持つことの意義や仕事などをあわせた人生設計について、理解を深める

セミナーを開催し、人生設計を考えるきっかけとしてもらう。 

《事業内容》 

 市内の高校３校の高校生に対し、将来を具体的にイメージできるような知識を提供する。 

 

(5) 結婚新生活スタートアップセミナー開催事業 （令和５年度、県1/2、1,186千円、こども政策課） 

《目 的》 

 新婚夫婦や将来結婚・子育てを考えている人に対し、結婚、妊娠・出産、子育てなどの将来のライフプランを、

家計を含めてより具体的に考えてもらう。 

《事業内容》 

 新婚夫婦や将来結婚・子育てを考えている人に対し、知識・情報を提供するため、スタートアップセミナーを

開催する。 

 

(6) 企業・団体間交流・出会いサポート事業 （令和５年度、一部県補助、2,555 千円、こども政策課） 

《目 的》 

 結婚を希望する方に企業間交流を通じた出会いの機会を提供するとともに、企業向けセミナーを開催するなど

結婚支援の取組を充実する。 

《事業内容》 

 異業種・企業間交流会の開催などによる企業・団体間の交流促進及び交流会への支援を行う。 

 

(7) マリーサポートかごしまＡＩマッチングシステム導入事業 （令和６年度、県3/4、14,300 千円、 

こども政策課） 

《事業内容》 

 結婚相談所（マリーサポートかごしま）の運営において、オンラインでの閲覧や申し込みのほか、ＡＩによるマッ

チングができるシステムを構築・導入し、結婚支援の充実を図る。 
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第 ２ 章 各 種 手 当 一 覧 

手 当 の 種 類 支           給           資           格 手   当   額   及   び   支   払   日 手        続        等 

国                                        

の                                        

制                                        

度 

児 童 手 当 

１  対象者 

支給対象の児童を養育している方 

２  支給対象の児童 

中学校修了前（15歳到達後最初

の３月31日まで）の児童 

※令和６年10月１日より児童手当の

制度が一部変更になります。 

１  手当額（月額） 

児童１人につき  

３歳未満 15,000円 

３歳以上小学校修了前 

       10,000円 

    （第３子以降は15,000円） 

中学生  10,000円 

上記にかかわらず所得制限限

度額以上・所得上限限度額未満の

場合  5,000円 

所得上限限度額以上の場合  支

給なし 

２  支払月 

６･10・２月の年３回（口座振込） 

○申請に必要なもの 

１ 預金通帳（養育者名義） 

２ ３歳未満の児童を養育し

ている方で、私学共済を

除く旧共済年金加入者

の方は年金加入証明書

または健康保険証の写

し（コピー） 

３ マイナンバーカード（個

人番号カード） 

児 童 扶 養 

手 当 

１  対象者 

 父又は母がいないか、父又は母

が重度の障害者などで児童を養

育している方 

２  支給対象児童 

 18歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間にある児童（中度

以上の障害のあるときは20歳未

満） 

３  支給制限 

(1) 児童が福祉施設等に入所してい

るとき 

（2）手当を受けようとする父又は母が 

事実上婚姻関係と同様の事情 

にあるとき 

(3) 所得が所得制限限度額以上ある 

とき 

※令和6年11月1日より児童扶養手当

の制度が一部変更になります。 

１  手当額（月額） 

１人： 全部支給45,500円           

 一部支給45,490～10,740円 

２人目： 全部支給10,750円加算 

一部支給10,740～5,380円加算 

３人目以降１人につき： 

全部支給6,450円加算 

一部支給6,440～3,230円加算 

※ 全部支給・一部支給は所得額に

よる。 

※公的年金等受給額によって、手

当額の全部又は一部を支給停

止 

２  支払月 

奇数月の年６回（口座振込） 

 

○申請に必要なもの 

１  申請者及び児童の戸籍 

謄本 

２  預金通帳（申請者名義） 

３  年金手帳 

４ マイナンバーカード（個

人番号カード） 

５  その他申立書等 
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特 別 児 童 

扶 養 手 当 

１  対象者 

精神又は身体に障害のある児童

を養育している方 

２  支給対象児童 

２0歳未満で精神又は身体に障害

のある児童 

※ 障害の程度は概ね 

１級：身体障害者手帳１･２級、療育

手帳Ａ１ ・Ａ２ 又はこれに準ずる障

害 

２級：身体障害者手帳３級及び４級

の一部、療育手帳Ｂ１又はこれに

準ずる障害 

３  支給制限 

(1) 児童が障害を支給事由とする

公的年金を受給しているとき 

(2) 児童が福祉施設等に入所して

いるとき 

(3)  所得が所得制限限度額以上あ

るとき 

１  手当額（月額） 

１級：１人55,350円 

２級：１人36,860円 

２  支払月 

４･８･11月の年３回 

（口座振込） 

○申請に必要なもの 

１  申請者及び児童の戸籍 

謄本 

２  所定の 認定診断書 

（身体障害者手帳・療育

手帳） 

３  預金通帳（申請者名義） 

４  所定の口座申出書 

５ マイナンバーカード（個

人番号カード） 

６  その他申立書等 

 

手 当 の 種 類 支           給           資           格 手  当  額  及  び  支  払  日 手        続        等 

  

市

の

制度（

  

遺児等修学 

手 当 

１  認定基準 

 ４月１日現在で本市に引き続き１年以

上居住（住民登録もしくは外国人登

録）し、以下の支給要件に該当すること 

２  対象者 

 ひとり親家庭等で義務教育中の児童

を養育する者 

３  支給対象児童 

ひとり親家庭等で義務教育中の児童 

４  支給制限 

  児童が福祉施設等に入所している とき 

１  手当額（年額） 

児童１人当り  24,000円 

所得制限額（児童手当と同

額）以上の場合は半額 

２  支払月 

原則として７月年１回 

(口座振込) 

○申請時期 

 原則として毎年４月中 

 

○申請に必要なもの 

１  預金通帳又はキャッシュカ

ード(申請者名義) 

２ 申請者及び児童の戸籍謄

本（毎年４月１日以降に発行

されたもの） 

３ 父又は母が障害者の場合

は、身体障害者手帳、療育

手帳又は精神障害者保健

福祉手帳が必要 

４ その他申立書等 

 
 
 


